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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

議案第４号
生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会
事務局事務決裁規則の一部を改正する規則の制定について
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議案第５号
生駒市生涯学習施設条例施行規則及び生駒ふるさとミュー
ジアム条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

10

議案第６号 令和4年度予算編成について 21

議案第７号
令和４年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の意見に
ついて

22

議案第８号
令和４年度第２次生駒市教育大綱アクションプランの策定に
ついて

４３

議案第１号 令和４年度生駒市学校教育の目標について ４４
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議案第４号 

 

生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会事務局事務決裁

規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 上記議案を提出する。 

 

  令和４年２月２８日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

   生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会事務局事務決裁規

則の一部を改正する規則 

 （生駒市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 生駒市教育委員会事務局組織規則（平成２年４月生駒市教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表教育こども部の部を次のように改める。 

教育こども部 教育総務課 庶務係 学務係 

 学校給食センター 給食係 

教育指導課 指導係 

 教育政策室 教育政策係 

幼保こども園課 幼稚園係 保育園係 

こども総務課 庶務給付係 学童係 

子育て支援総合センター こども政策係 

 こどもサポートセ

ンター 

 

  第２条の表生涯学習部の部生涯学習課の項中「庶務係 生涯学習文化係」を

「生涯学習係 文化振興係」に改め、同部スポーツ振興課の項中「スポーツ振

興係」を「スポーツ振興係 施設係」に改める。 
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  第８条第１項中「学校給食センター及び」を削る。 

  第１０条第１項中「こどもサポートセンター」を「学校給食センター、こど

もサポートセンター」に改め、同条第３項中「学校給食センター及び」を削る。 

  第１０条の２を第１０条の３とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

  （課内室長） 

 第１０条の２ 課の室に室長（以下「課内室長」という｡)を置く。 

 ２ 課内室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。 

  別表の１の表を次のように改める。 

  １ 教育こども部 

課名 係名 事務分掌 

教育総務課 庶務係 (1) 教育長及び教育委員の秘書事務

に関すること。 

(2) 教育委員会の会議、記録及び運

営に関すること。 

(3) 教育委員会規則等の制定又は改

廃に関すること。 

(4) 事務局職員の任免その他人事に

関すること。 

(5) 証書及び公印の保管及び文書事

務に関すること。 

(6) 儀式及び賞罰に関すること。 

(7) 事務局職員の研修及び福利厚生

に関すること。 

(8) 関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(9) 学校施設の建設計画及び安全対

策に関すること。 

(10) 学校施設の設備、変更及び廃止

に関すること。 

(11) 学校の用に供する教育財産の

管理及び処分に関すること。 

(12) 通学路の安全対策に関するこ

と。 

(13) その他学校施設に関すること。 

(14) 教育行政に関する相談に関す
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ること。 

(15) 事務局、部及び課の庶務に関す

ること。 

(16) 部内の他課の所管に属さない

こと。 

学務係 (1) 学齢児童及び生徒の就学及び出

席の督励並びに就学の猶予及び免

除に関すること。 

(2) 県費負担教職員の任免その他進

退の内申に関すること。 

(3) 教職員の任免その他人事に関す

ること。 

(4) 学級編制に関すること。 

(5) 教科書の給付に関すること。 

(6) 学校の管理運営に関すること。 

(7) 教職員、児童、生徒等の健康管

理及び福利厚生に関すること。 

(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師に関すること。 

(9) 災害救済給付、学校災害賠償補

償保険等に関すること。 

(10) その他学校教育に関すること

（教育指導課の所管に属するもの

を除く｡)。 

 学 校 給 食 セ ン

ター 

給食係 (1) 学校給食事業の企画及び運営に

関すること。 

(2) 学校給食センター運営協議会に

関すること。 

(3) 献立の作成及び栄養価計算に関

すること。 

(4) 給食材料の購入計画に関するこ

と。 

(5) 給食材料の検査及び保管に関す

ること。 

(6) 調理の指導に関すること。 

(7) 学校給食センターの管理運営に

関すること。 

(8) その他学校給食に関すること。 

教育指導課 指導係 (1) 学校教育の研究、指導及び助言

に関すること。 

(2) 学校経営の管理、指導及び助言

に関すること。 

(3) 教育課程、学校指導及び生徒指
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導に関すること。 

(4) 就学指導に関すること。 

(5) 就学指導委員会に関すること。 

(6) 青少年相談に関すること。 

(7) 教育相談に関すること。 

(8) 学校教育に係る人権教育の推進

に関すること。 

(9) いじめ問題対策連絡協議会に関

すること。 

(10) いじめ防止等対策審議会に関

すること。 

(11) 教科用図書、教具等の選定採決

に関すること。 

(12) 教育研究資料の編集等に関す

ること。 

(13) 教職員の研修に関すること。 

(14) 公立学校職員共済組合に関す

ること。 

(15) 放課後こども教室に関するこ

と。 

(16) その他学校教育指導に関する

こと。 

(17) 課の庶務に関すること。 

 教育政策室 教育政策係 (1) 教育委員会に係る事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価並び

にその公表に関すること。 

(2)  学 校 教 育 改 革 の 推 進 に 係 る 企

画、調整及び運営に関すること。 

(3) 生駒市教育委員会に対する補助

執行規則（平成２８年３月生駒市規

則第１０号）第２条に掲げる事務の

うち、次に掲げるもの 

 ア 教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱に関す

ること。 

 イ 総合教育会議に関すること。 

幼保こども園課 幼稚園係 (1) 幼稚園教育の企画及び調査研究

に関すること。 

(2)  園 児 の 入 退 園 事 務 に 関 す る こ

と。 

(3) 幼稚園運営に係る支援及び教職

員の教育活動に係る指導助言に関

すること。 

(4) 教育課程の編成、実施、進行管
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理等の指導助言に関すること。 

(5) 幼稚園の用に供する教育財産の

維持管理に関すること。 

(6) 幼稚園施設の営繕、保全及び管

理に関すること。 

(7) 教職員の人事に関すること。 

(8) 教職員及び園児の健康管理並び

に福利厚生に関すること。 

(9) 前各号に定めるもののほか、幼

稚園に係る管理運営に関すること。 

(10) 生駒市教育委員会に対する補

助執行規則第２条に掲げる事務の

うち、私立幼稚園に関すること。 

(11) 課の庶務に関すること。 

保育園係 (1) 生駒市教育委員会に対する補助

執行規則第２条に掲げる事務のう

ち、次に掲げるもの 

 ア 特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業に関する企画、調査

及び連絡調整に関すること。 

 イ  市立の保育所及びこども園の

施設の整備に関すること。 

 ウ 特定教育・保育施設及び特定地

域型保育等の利用に係る支給認

定に関すること。 

 エ  施設型給付費及び地域型保育

給付費に関すること。 

 オ 特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業者の確認に関する

こと。 

 カ 特定教育・保育施設及び特定地

域型保育の入退所に関すること。 

 キ  市立の保育所及びこども園の

運営に関すること。 

 ク 特定教育・保育施設の保育料の

賦課徴収及び収納に関すること。 

 ケ  市立の保育所及びこども園の

職員の任免、研修その他人事に関

すること。 

 コ  保育所運営委員会に関するこ

と。 

こども総務課 庶務給付係 (1) 生駒市教育委員会に対する補助

執行規則第２条に掲げる事務のう

ち、次に掲げるもの 
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 ア 児童手当法（昭和４６年法律第

７３号）による児童手当の支給に

関すること。 

 イ 児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による児童扶養手

当の支給に関すること。 

 ウ  特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年法律第１

３４号）による特別児童扶養手当

の支給に関すること。 

 エ 児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）による援護、育成及び

更生の措置に関すること。 

 オ  母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１２９号）

による援護、育成及び更生の措置

に関すること。 

(2) 課の庶務に関すること。 

学童係 (1) 放課後児童健全育成事業に関す

ること。 

(2) 学童保育運営協議会に関するこ

と。 

子 育 て 支 援 総 合 セ ン

ター 

こ ど も 政 策

係 

(1) 生駒市教育委員会に対する補助

執行規則第２条に掲げる事務のう

ち、次に掲げるもの 

 ア 子ども・子育て支援事業計画に

関すること。 

 イ 子ども・子育て会議に関するこ

と。 

 ウ 少子化対策に関すること。 

 エ 子育て支援に関する企画、調査

及び連絡調整に関すること。 

 オ  地域子育て支援拠点事業に関

すること。 

 カ ファミリー・サポート業務に関

すること。 

 キ  子ども家庭総合支援拠点に関

すること（こどもサポートセンタ

ーの所管に係るものを除く｡)。 

 ク  その他子育て支援に関するこ

と。 

 ケ  子育て支援総合センターの管

理及び運営に関すること。 

 こ ど も サ ポ ー  (1) 生駒市教育委員会に対する補助
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トセンター 執行規則第２条に掲げる事務のう

ち、次に掲げるもの 

 ア 家庭児童相談室に関すること。 

 イ  養育支援訪問事業に関するこ

と。 

 ウ  要保護児童対策地域協議会に

関すること。 

 エ その他児童虐待に関すること。 

 オ  子育て短期支援事業に関する

こと。 

 カ  子ども家庭総合支援拠点に関

すること（子育て支援総合センタ

ーの所管に係るものを除く｡)。 

 キ  こどもサポートセンターの管

理及び運営に関すること。 

  別表の２の表生涯学習課の部庶務係の項及び生涯学習文化係の項を次のよう

に改める。 

生涯学習係 (1) 生涯学習の基本的な方針に関

すること。 

(2) 社会教育委員に関すること。 

(3) 生涯学習の推進に係る施策の

企画、調整及び実施に関するこ

と。 

(4) 社会教育に係る人権教育の推

進に関すること。 

(5) 高齢者教育に関すること。 

(6)  そ の 他 生 涯 学 習 に 関 す る こ

と。 

(7)  部 及 び 課 の 庶 務 に 関 す る こ

と。 

(8) 部内の他課の所管に属さない

こと。 

文化振興係 (1) 芸術及び文化の振興に関する

こと。 

(2) 文化芸術団体の活動支援に関

すること。 

(3) 生涯学習推進連絡会に関する

こと。 

(4) 文化財及び民俗資料の発掘、
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  別表の２の表生涯学習課の部青少年係の項第２号を削り、同項第１号中「指

導育成」を「活動支援」に改め、同号を同項第２号とし、同号の前に次の１号

を加える。 

  (1) 青少年健全育成に関すること。 

  別表の２の表生涯学習課の部青少年係の項第３号を同項第４号とし、同項第

２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 家庭教育に関すること。 

  別表の２の表図書館の部図書係の項第１号中「（分館」の次に「及び生駒駅前

図書室」を加え、同項に次の１号を加える。 

  (2) 生駒市図書館の庶務に関すること。 

  別表の２の表スポーツ振興課の部スポーツ振興係の項第１号中「社会体育」

を「スポーツ」に改め、同項第５号を削り、同項第６号を同項第５号とし、同

項第７号を同項第６号とし、同項第８号を同項第７号とし、同項第９号中「社

会体育」を「スポーツ」に改め、同号を同項第８号とする。 

  (9) 課の庶務に関すること。 

  別表の２の表スポーツ振興課の部に次の１項を加える。 

施設係 (1) 社会体育施設の設置及び管理

運営に関すること。 

(2) 生涯学習施設（生駒駅前図書

室を除く ｡)の設置及び管理運営

に関すること。 

(3) 課の庶務に関すること。 

 （生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部改正） 

調査及び保護に関すること。 

(5) 文化財保護審議会に関するこ

と。 

(6) 生駒ふるさとミュージアムの

管理運営に関すること。 
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第２条 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員

会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１１号を同条第１２号とし、同条第１０号の次に次の１号を加える。 

  (11) 課内室長 生駒市教育委員会事務局組織規則第１０条の２第１項に規

定する課内室長をいう。 

  第４条第２項中「又は所管課長補佐」を「、所管課長補佐又は所管課内室長」

に、「又は課長補佐不在」を「、課長補佐又は課内室長不在」に改め、「、課長

補佐」の次に「、課内室長」を加える。 

  第９条の２（見出しを含む｡)中「こども課長」を「幼保こども園課長」に改

める。 

  第９条の３第１号及び第２号を削り、同条第３号を同条第１号とし、同条第

４号を同条第２号とする。 

  第１０条を削り、第１１条を第１０条とし、同条の次に次の１条を加える。 

  （スポーツ振興課長の専決事項） 

 第１１条 スポーツ振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (1) 学校体育施設の開放に係る使用許可に関すること。 

  (2) 社会体育施設の使用許可に関すること。 

  (3) 社会体育施設の休館日、休場日及び使用時間の変更に関すること。 

  (4) 生涯学習施設（生駒市コミュニティセンター及び生駒駅前図書室を除

く。次号において同じ｡)の使用許可に関すること。 

  (5) 生涯学習施設の休館日及び使用時間の変更に関すること。 

  第１３条（見出しを含む｡)中「課長補佐」の次に「及び課内室長」を加える。 

  第１４条第１項中「又は課長補佐」を「、課長補佐又は課内室長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第５号 

 

生駒市生涯学習施設条例施行規則及び生駒ふるさとミュージアム条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 上記議案を提出する。 

 

  令和４年２月２８日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

生駒市生涯学習施設条例施行規則及び生駒ふるさとミュージアム条例施行

規則の一部を改正する規則 

（生駒市生涯学習施設条例施行規則の一部改正） 

第１条 生駒市生涯学習施設条例施行規則（平成２４年４月生駒市教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第４号までを次のように改める。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

施 設 使 用 許 可 申 請 書 

 

年  月  日 

 

指定管理者     殿 

(生駒市コミュニティセンターに  

あっては、生駒市教育委員会） 

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

  次のとおり使用の許可を申請します。 

施 設 名 
 

使 用 目 的  

使 用 日 時 
 

使 用 人 員  

入 場 料 等 徴 収 

の 有 無 
 

貸 出 備 品  

特 記 事 項  

※ 使用料等の区分  

※ 使 用 料 等  

※ 許 可 条 件 ※許可年月日 

年  月  日 

※許可番号 

第     号 

※減免の有無 

有 ・ 無 

※申請番号 

第     号 

※領収書番号 

第     号 

注 ※印の欄は、記入しないでください。 

11



様式第２号（第５条関係） 

 

施 設 使 用 取 消 申 請 書 

 

年  月  日 

 

指定管理者     殿 

 （生駒市コミュニティセンターに 

あっては、生駒市教育委員会） 

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

年  月  日付け  第   号で許可のあった生涯学習施設の使用を取り

消したいので申請します。 

施 設 名 

 

使 用 日 時 
 

取 消 理 由 

 

※既納使用料等 
 

※ 還 付 金 額 
 

備 考 

 

注 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 施設使用許可書を添付してください。 
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様式第３号（第１０条関係） 

 

撮 影 等 許 可 申 請 書  

 

年  月  日 

 

指定管理者     殿 

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

  次のとおり美術品等の撮影等を行いたいので申請します。 

方 法 撮 影 ・ 模 写 ・ 模 造 ・ その他（         ） 

希 望 日 時 
      年   月   日（  ）午前・午後   時から 
 
      年   月   日（  ）午前・午後   時まで 

撮 影 等 の 目 的

又 は 用 途 

 

品 名 及 び 点 数 

 

備 考  

注 該当事項を○で囲んでください。 
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様式第４号（第１１条関係） 

 

美 術 品 等 貸 出 許 可 申 請 書 

 

年  月  日 

 

指定管理者     殿 

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

  次のとおり美術品等の貸出しを受けたいので申請します。 

美 術 品 等 の 品

名 及 び 点 数 
 

使 用 目 的  

使 用 場 所  

使 用 期 間 
      年   月   日（  ）午前・午後   時から 
 
      年   月   日（  ）午前・午後   時まで 

輸 送 方 法 

 

備 考  
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（生駒ふるさとミュージアム条例施行規則の一部改正） 

第２条 生駒ふるさとミュージアム条例施行規則（平成２５年１０月生駒市教育

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号から様式第４号までを次のように改める。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

施 設 使 用 許 可 申 請 書 

 

年  月  日 

 

指定管理者     殿 

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

  次のとおり使用の許可を申請します。 

施 設 名 多目的室 

使 用 目 的 
 

使 用 日 時 
 

使 用 人 員  

入 場 料 等 徴 収 

の 有 無 
 

貸 出 備 品  

特 記 事 項  

※利用料金の区分  

※ 利 用 料 金  

※ 許 可 条 件 ※許可年月日 

年  月  日 

※許可番号 

第     号 

※減免の有無 

有 ・ 無 

※申請番号 

第     号 

※領収書番号 

第     号 

注 ※印の欄は、記入しないでください。 
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様式第２号（第６条関係） 

 

施 設 使 用 取 消 申 請 書 

 

年  月  日 

 

指定管理者     殿 

  

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

      年  月  日付け  第    号で許可のあった施設の使用を取り消したい 

ので申請します。 

施 設 名 
              

                         多目的室 

使 用 日 時 
 

取 消 理 由 

 

※既納利用料金  

※ 還 付 金 額 
 

備 考 

 

注 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

  ２ 施設使用許可書を添付してください。 
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様式第３号（第１１条関係） 

 

撮 影 等 許 可 申 請 書  

 

年  月  日 

 

指定管理者     殿 

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

  次のとおり資料の撮影等を行いたいので申請します。 

方 法 撮 影 ・ 模 写 ・ 模 造 ・ その他（         ） 

希 望 日 時 
      年   月   日（  ）午前・午後   時から 
 
      年   月   日（  ）午前・午後   時まで 

撮 影 等 の 目 的

又 は 用 途 

 

品 名 及 び 点 数 

 

備 考  

注 該当事項を○で囲んでください。 
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様式第４号（第１２条関係） 

 

資 料 貸 出 許 可 申 請 書  

 

  年  月  日 

 

指定管理者     殿 

 

申請者 団 体 名 

氏 名 

（代表者名） 

住 所 

電 話 番 号 

 

担当者 氏 名 

電 話 番 号 

 

  次のとおり資料の貸出しを受けたいので申請します。 

品 名 及 び 点 数  

使 用 目 的  

使 用 場 所  

使 用 期 間 
      年   月   日（  ）午前・午後   時から 
 
      年   月   日（  ）午前・午後   時まで 

輸 送 方 法 

 

備 考  
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市生涯学習施設条例施行規則又

は改正前の生駒ふるさとミュージアム条例施行規則の様式による申請書は、こ

の規則の様式による申請書とみなし、当分の間、なお使用することができる。 
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議案第６号 

 

令和４年度予算編成について 

 

 令和４年度予算編成について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、教育委員会の意見を求める。 

 

令和４年２月２８日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第７号 

 

令和４年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の意見について 

 

令和４年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の意見について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

により、教育委員会の意見を求める。 

 

  令和４年２月２８日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

 【提出議案】 

  ・令和３年度生駒市一般会計補正予算（第１４回） 

  ・生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

  ・生駒市体育施設条例の一部を改正する条例 

  ・生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

  ・生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

  ・令和４年度生駒市一般会計補正予算（第１回）（追送分） 
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１　追加 [単位　千円]

２　変更 [単位　千円]

総 務 費
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 ４，６２０

社 会 福 祉 費
住 民 税 非 課 税 世 帯 等 に 対 す る
臨 時 特 別 給 付 金 給 付 事 業

２０５，９１３

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　業　名 金　　額

教 育 費

中 学 校 情 報 教 育 推 進 事 業

河 川 水 路 改 修 事 業 ７７，２２０

小 学 校 情 報 教 育 推 進 事 業 ４，２０７

中 学 校 施 設 整 備 事 業

２，４９７

９０，５６１

道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

土 木 費

８７，８６１

道 路 新 設 改 良 事 業 １１，３７５

民 生 費

農 業 委 員 会 運 営 １６０

道 路 橋 梁 維 持 補 修

産業経済費

土 地 改 良 事 業

農 業 費

６，８００

新型コロナウイルスワクチン接種事業 ２６，７７４

SDGs 未 来 都 市 等 推 進 事 業 ５，０００

保 健 衛 生 費衛 生 費

児 童 福 祉 費 子 育 て 特 別 給 付 金 支 給 経 費 ５，０１３

小 学 校 費

保 健 体 育 費

中 学 校 費

２６，６４７

橋 梁 予 防 保 全 事 業

企 業 誘 致 関 連 道 路 整 備 事 業 ２０，７７６

生 活 道 路 安 全 対 策 事 業 ２，４７０

体 育 施 設 整 備 事 業 ９４６

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

４，１５０
中 学 校 施 設
管 理 事 業

１，６５０
中 学 校 施 設
管 理 事 業

教 育 費 中 学 校 費
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議案第 16 号 

 

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和４年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９月生駒

市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

 （令和４年２月分及び３月分の給与の特例） 

４ 保育所又は幼稚園で勤務している、令和４年２月分及び３月分のフルタイム

会計年度任用職員の給料月額及びパートタイム会計年度任用職員の報酬の基準

月額は、第３条、第３条の３及び第１５条第１項の規定にかかわらず、これら

の規定により定められる額に１００分の１０３を乗じて得た額とする。 

 別表第４一般行政職の部保育園調理員の項及び保育園用務員の項中「１級５号

給から１級１７号給まで」を「１級６号給から１級１８号給まで」に改め、同表

福祉・医療職の部保育補助員の項中「１級８号給から１級１６号給まで」を「１

級９号給から１級１９号給まで」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

㊢ 
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１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (1) 第２１条の改正規定及び附則に１項を加える改正規定 公布の日 

 (2) 別表第４一般行政職の部保育園調理員の項及び保育園用務員の項の改正

規定並びに同表福祉・医療職の部保育補助員の項の改正規定 令和４年４月

１日 

２ 改正後の附則第４項の規定は、令和４年２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以下「改

正後の条例」という｡)の規定を適用する場合には、改正前の生駒市会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員（以下「会計年度任用職員」という｡)の給与は、改正後の条例の規定に

よる会計年度任用職員の給与の内払とみなす。 

 

28



議案第 19 号 

 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和４年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例 

生駒市体育施設条例（平成元年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条第４号中「６歳未満の者で、２０歳以上の引率者のいない」を「小学

校第２学年以下の者で、成年者の引率がない」に改める。 

別表第３の１の表備考第３項に次の１号を加える。 

(5) 平群町内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けたもの（指定管理者がこれに準ずると認

める者を含む｡)及びその介護を行う者（生駒市井出山体育館又はむかい

やま公園体育館を使用する場合に限る｡) 

別表第３の１の表備考第４項第１号中「前項」を「前項第１号から第４号まで」

に改める。 

別表第３の３の表備考中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を

第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 平群町内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けたもの（指定管理者がこれに準ずると認める

者を含む｡)及びその介護を行う者がむかいやま公園グラウンド又は生駒市

井出山グラウンドを使用する場合の利用料金の額は、上表の金額の２分の

㊢ 
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１に相当する額とする。 

別表第３の４の表備考中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 平群町内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けたもの（指定管理者がこれに準ずると認める

者を含む｡)及びその介護を行う者が生駒市浄化センターテニスコート又は

むかいやま公園テニスコートを使用する場合の利用料金の額は、上表の金

額の２分の１に相当する額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１４条第４号の改正規定は、

令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 20 号 

 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和４年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年１２月生駒市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５章 事業所内保育事業（第４２条－第４８条）」を 

                   に改める。 

第６条第１項中「第３号」を「以下この条」に改め、同項第３号中「この号」

の次に「及び第４項第１号」を加える。 

第５章の次に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録） 

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類す

るもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ｡)で行う

「第５章 事 

 第６章 雑 

業所内保育事業（第４２条－第４８条） 

則（第４９条）           」 

㊢ 
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ことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう｡)により行うことができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 21 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年１２月生駒市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

目次中「 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条 

）」を 

に改める。 

第５条第２項から第６項までを削る。 

第３８条第２項を削る。 

第４２条第１項第３号中「この号」の次に「及び第４項第１号」を加え、同条

第４項第１号中「第２４条第３項」の次に「（同法附則第７３条第１項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む｡)」を加える。 

第３章の次に次の１章を加える。 

第４章 雑則 

（電磁的記録等） 

「 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条） 

 第４章 雑則（第５３条） 

 

」 

㊢ 
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第５３条 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て

支援提供者（以下この条において「特定教育・保育施設等」という｡)は、記録、

作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面等

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ｡)により行うことが規定されているものについて

は、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条に

おいて同じ｡)により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出につ

いては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等

の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定

保護者又は施設等利用給付認定保護者（以下この条において「教育・保育給付

認定保護者等」という｡)の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下こ

の条において「記載事項」という｡)を電子情報処理組織（特定教育・保育施設

等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条にお

いて同じ｡)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という｡)により提供するこ

とができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を

交付又は提出したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保

護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信

し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

34



記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者等

の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備

えられた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記

録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合には、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記

載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイルへの記録

を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者等に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁

的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付

認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けな

い旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、第２項

に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当

該教育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、こ

の限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取

得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」

とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準

用する第４項」と、「当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載
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事項」という｡)」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供する」とあるのは

「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得

た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」

とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付

する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項にお

いて準用する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において

準用する第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、

「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中

「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、前項中

「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあ

るのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは

「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８号 

 

令和４年度第２次生駒市教育大綱アクションプランの策定について 

 

 令和４年度第２次生駒市教育大綱アクションプランの策定について、別 冊 の と

お り 提 出 す る 。  

 

  令和４年２月２８日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第１号 

 

   令和４年度生駒市学校教育の目標について 

 

令和４年度生駒市学校教育の目標について、生駒市教育委員会教育長に対す

る事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第

３条の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

  令和４年２月２８日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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